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（答） 

○ 本事業の目的は、新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関が適切な

医療を提供できるよう、必要な個人防護具等をあらかじめ整備することで

す。 

○ 都道府県としては、本交付金だけではなく他の方法によって整備するもの

も含めて、新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関への配布の体制整

備を行う場合があります。 

○ これら都道府県が整備した個人防護具について、必要な時に新型コロナウ

イルス感染症患者等入院医療機関へ迅速に配布するために、一時的に保管す

る場所を確保する費用については、事業の目的の達成に必要なものであるた

め、補助対象となります。 

○ なお、帰国者・接触者外来等設備整備事業においても、同様の考え方とな

ります。 

 

 

５ 国からの配布など交付金以外の方法で整備した個人防護具の保管費用を交

付金から支出することはできますか。 


